
— — — — ― — — — — 切り取ってご使用ください — — — — — － － — — — 

（ 参 考 ） 

インフルエンザ出席停止期間については、「発症した後 5 日を経過し，かつ，解熱した後 2 日を経過するまで（ただし、病

状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません）」となっています。 

インフルエンザにおいて「発症した後 5 日」の場合の「発症」とは、「発熱」の 症状が現れたことを指します。日数を数え

る際は、発症した日（発熱が始まった日）は含 まず、翌日を第 1 日と数えます。 

水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 

発症 出席可

 また、日数の数え方はその現象が見られた日は算定せず、その翌日を第 1 日とします。「解熱した後２日を経過するまで」の場

合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった 場合には、その日は日数には数えず、火曜（１日）、水曜（２日）、の２日間を

休み、木曜日より登校することができます。 

  例）「出席停止期間：解熱した後 2 日を経過するまで」の考え方 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

解熱 1 日目 2 日目 出席可

5 日間 

発熱症状 

＊登校の際は、保護者様がインフルエンザ欠席届をご記入いただき、お嬢様に持たせてください。 

インフルエンザ欠席届

梅花中学校 

梅花高等学校 年 組 番 

生徒名

インフルエンザ（ 型 ）のため、 年 月 日から 

年 月 日まで 日間、欠席いたしましたので、お届け致します。 

診断を受けた医療機関名 医院（病院） 

年 月 日 

保護者名 ㊞ 


